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阿久根市民交流センター管理運営計画（案）  

に対する意見と阿久根市の考え方  

 

 ４月２３日から５月２２日までの間に募集しました「阿久根市民交流セ

ンター管理運営計画（案）」についての意見と阿久根市の考え方についてお

知らせします。  

 

●  提出人数  １名  

●  提出のあった意見の数  ３件  

 

意見  市の考え方  

（箇所）  

 総 じ て 立 派 な 計 画 だ と 思 い ま

す。計画どおり運用又は実施でき

れば文化芸術の花ざかりになりそ

うです。  

 

 （内容）  

・  

 

・ 15P5 広報宣伝計画について  

事業，催し物又，センター

の宣伝は，内容によって，市

内はもちろん，市外にも情報

発信し，地域ぐるみで文化芸

術に親しみ，楽しむことがで

きるようにしてほしい。  

 

 

 

 

・ 18P6 使用料について  

  受益者負担の決定につい

ては，経営に重点をおいて，

使用料を決めることでなく，

広く，利用率も高めるための

適正な受益者負担になるよ

  

 貴重な御意見ありがとうございま

した。  

 広報宣伝計画については，御指摘

のとおり，市内はもちろんのこと，

市外にも情報発信を行ってまいりま

す。具体的には，ホームページ，フ

ェイスブックでの広報や他市町の文

化会館等にも，ポスター，チラシの

掲示及び市主催の市外での物産展や

催事等でも同様の周知を行い，情報

発信を行ってまいります。  

 

 

使用料については，新しい施設に

なることから，現在の金額よりも上

がることになりますが，受益者負担

の原則と近隣施設の使用料金を考慮

し，十分検討を重ね，市民が使用し

やすい料金に設定したいと考えてい
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うにしてほしい。  

・ 18P8 減免割引制度について  

  障がい者は，自ら進んで障

がいを克服し，できるだけ社

会参加できるよう努力して

います。障がいという特別な

事情を考慮していただき，障

がい者団体の使用について

は，使用料の減免措置をお願

いしたい。  

ます。  

減免割引制度につきましては，使

用料の減免として条例の整備を予定

しておりますが，御要望の障がい者

団体利用の減免につきましては，特

別な事情もあることから，検討して

まいりたいと考えています。  

 

※  意見については，項目番号等一部を除き，原文のまま掲載してありま

す。  

 


